
イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

くらしの情報

・
病
院
と
の
重
複
受
診
を
し
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。（
定
期
的

な
医
師
の
検
査
や
継
続
し
て
施
術

が
必
要
か
ど
う
か
の
確
認
の
た
め

の
受
診
を
除
く
。）

・
領
収
書
を
受
け
取
り
、
大
切
に

保
管
し
ま
し
ょ
う
。

■
医
療
費
の
適
正
化
に
ご
協
力
く

だ
さ
い

　

医
療
費
は
み
な
さ
ま
の
保
険
税

や
自
己
負
担
で
ま
か
な
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
国
民
健
康
保
険

の
使
え
る
範
囲
を
理
解
し
、
適
切

に
受
診
す
る
こ
と
が
、
医
療
費
の

適
正
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

納
め
て
い
た
だ
い
た
保
険
税
を

適
正
に
使
用
す
る
た
め
に
、
施
術

内
容
等
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課

　

☎（
32
）８
８
９
５

柔
道
整
復
師
の
施
術
を

受
け
ら
れ
る
方
へ

　

整
骨
院
や
接
骨
院
で
柔
道
整
復

師
が
行
う
施
術
に
つ
い
て
は
、
日

常
生
活
や
ス
ポ
ー
ツ
中
で
の
打
撲
、

ね
ん
ざ
、
挫
傷
（
肉
ば
な
れ
等
）、

骨
折
・
脱
臼
の
応
急
手
当
（
応
急

手
当
後
の
施
術
は
医
師
の
同
意
が

必
要
）
な
ど
、
骨
・
筋
肉
・
関
節

の
ケ
ガ
や
痛
み
で
、
そ
の
負
傷
原

因
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
と
き

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
国
民
健

康
保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

・
単
な
る
肩
こ
り
や
肉
体
疲
労
の

回
復

・
脳
疾
患
後
遺
症
等
の
慢
性
病

・
保
険
医
療
機
関
（
病
院
・
診
療

所
な
ど
）
で
同
じ
負
傷
等
の
治
療

中
の
も
の

・
交
通
事
故
が
原
因
の
場
合

・
業
務
上
の
負
傷
（
労
災
に
該
当

す
る
場
合
）

■
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
る

と
き
の
注
意
点

・
負
傷
原
因
を
正
し
く
伝
え
ま

し
ょ
う
。

・「
療
養
費
支
給
申
請
書
」
に
は

原
則
患
者
の
自
筆
に
よ
る
署
名
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員　
募
集
に
つ
い
て
の

説
明
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　

農
業
委
員
会
は
平
成
30
年
9
月

4
日
か
ら
新
体
制
に
移
行
し
ま
す
。

新
体
制
移
行
に
伴
い
、
農
業
委
員

と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
、

募
集
し
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
が
新
体
制
に
移
行

す
る
た
め
、
変
更
点
や
選
任
方
法

に
つ
い
て
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
開
催
日
・
場
所

 

12
月
15
日
㈮

　

き
ら
ら
館

 

12
月
16
日
㈯

　

南
河
内
公
民
館

 

12
月
19
日
㈫

　

国
分
寺
公
民
館

※
い
ず
れ
の
日
も

　

午
後
６
時
～

■
問
い
合
わ
せ
先

　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎（
32
）８
９
１
５

■
登
記
完
了
区
域

　

薬
師
寺
Ⅱ
地
区

　
（
下
野
市
薬
師
寺
の
一
部
）

■
登
記
完
了
月
日

　

10
月
20
日

■
総
筆
数

　

１
，
４
１
８
筆

■
総
面
積

　

１
．
６
３
㎢

■
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課　

☎（
32
）８
９
０
８

地
籍
調
査
薬
師
寺
Ⅱ
地
区
の

法
務
局
登
記
が
完
了
し
ま
し
た

　

地
籍
調
査
事
業
に
お
い
て
、
か

ね
て
か
ら
実
施
し
て
い
ま
し
た
次

の
調
査
区
域
に
つ
い
て
、
法
務
局

登
記
が
完
了
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
該
土
地
所
有
者
の
皆

様
に
は
、
そ
の
旨
通
知
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
登
記
簿
や
公
図
は
、
宇

都
宮
地
方
法
務
局
小
山
出
張
所
で

入
手
で
き
ま
す
。

薬師寺Ⅱ地区
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